
紹介受診重点医療機関について

当院は令和５年８月１日に、埼玉県より紹介受診重点医療機関として
公表されました。

紹介受診重点医療機関とは、外来受診の際に紹介状が必要となる医療
機関であり、手術・処置や化学療法等を必要とする外来、高額な医療機
器・設備を必要とする外来を重点的に行っている医療機関です。

かかりつけの医療機関を受診後、専門的な検査や治療が必要と判断さ
れた場合に紹介状を持って当院を受診いただくことで、患者さんが適切
な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになり、待ち時間の短縮
等が期待されます。

当院では、高度急性期機能を有する紹介受診重点医療機関として、国
の推進する施策である地域の医療機関連携と医療機能の役割分化に務め
て参ります。

当院ご受診の際は、かかりつけ医の紹介状をお持ちいただきますよう
何卒お願い申し上げます。
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病院を受診される皆さまへ

外来機能報告・紹介受診重点医療機関について -埼玉県 (saitama.lg.jp)

厚生労働省「紹介受診重点医療機関」リーフレット (mhlw.go.jp)

※紹介受診重点医療機関の詳細については、厚生労働省のリーフレット
ならびに埼玉県ホームページをご参照ください

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/gairaikino.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001086393.pdf
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